
様式2　　【引き続き指定管理者とするかどうか】

１　施設の概要

施　設　名

設置目的

規　模

２　指定管理者が行う業務等

指定管理者名

委託業務の
内容

導入効果

３　管理運営方法の見直し等の結果

今後の
管理形態

理　由

指定管理者制度を更新する場合

選定方法

非公募の
場合、

その理由

指定管理

①管理・運営経費の比較
　直営に戻すよりも、指定管理者制度を継続する方が、経費面で有利であると考えられる。
②事業の実施内容
　上記のとおり、利用料及び利用者数の増加、利用者サービスの向上が図られている。
③施設管理の状況
　安全性の確保、快適な施設環境の維持など施設設備の管理が適切に実施されている。

上記①～③の理由より、今後も引き続き指定管理者制度を継続する。

　公募

  平成２９年度117,718千円
  平成３０年度118,287千円
  令和　元年度120,800千円
  令和　２年度121,165千円
  令和　３年度121,171千円

①利用者の増加
　平成18年度　164,832人→令和元年度　249,213人　（51.2％増）
②施設管理、法令等の遵守
　従前の管理水準や仕様書等に定める水準を実施
③サービス水準の維持・向上
　幅広い世代を対象として、無料の子ども向けイベント「キッズスポーツフェスティバル」や中高年対象の
ウォーキング教室などを開催
　スポーツ以外で、家族を対象とした演奏会、合唱、チアダンスなどのイベントを開催
　無線ＬＡＮ設置による利用環境の改善
　検温・消毒液やパーテーションの設置・利用時間の制限など新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を積極
的に実施

①施設利用に関する業務
②施設の維持管理に関する業務
③利用料金の収受に関する業務
④県教育委員会が指定するスポーツ教室等の実施に
関する業務
⑤その他指定管理者が行うスポーツ振興事業など県
立丸亀競技場の円滑な管理運営を図るために必要な
業務

県からの
委託料

指　定　管　理　者　管　理　運　営　状　況　検　証　調　書　②

所在地

指定期間

香川県立丸亀競技場

四電工グループ

丸亀市金倉町８３０番地

平成２９年４月１日～
令和４年３月３１日

スポーツに関する競技会、講習会等の利用に供することを目的とする。

平成9年10月10日
敷地面積10.2ha　建築面積17,923㎡、延べ床面積
32,763㎡

設置年月日


